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長崎県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例（案） 

長崎県政務活動費の交付に関する条例（平成13年長崎県条例第35号）の一部を次のように改正する。  

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（収支報告書） （収支報告書） 

第10条 会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報

告書（以下「収支報告書」という。）を、会派にあっては様式第１号、

議員にあっては様式第２号により作成し、年度終了日の翌日から起算し

て30日以内に議長に提出しなければならない。 

２ 会派の代表者は、会派が消滅した場合（議員の任期満了により消滅し

た会派が、当該任期満了による一般選挙により当該任期満了の日の翌日

に再び同一名称の会派を結成した場合を除く。）には、前項の規定にか

かわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を様式第

１号により作成し、会派が消滅した日の翌日から起算して30日以内に

議長に提出しなければならない。 

３ 議員又はその相続人は、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又

は議会の解散により議員の職を失った場合（任期満了により議員でなく

なった者が、当該任期満了による一般選挙により当該任期満了の日の翌

日に再び議員となった場合を除く。）には、第１項の規定にかかわらず、

その職を失った日の属する月までの収支報告書を様式第２号により作

成し、その日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければな

らない。 

４ 〔略〕 

第10条 会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報

告書（以下「収支報告書」という。）を、会派にあっては様式第１号、

議員にあっては様式第２号により作成し、年度終了日の翌日から起算し

て20日以内に議長に提出しなければならない。 

２ 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、

当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を様式第１号によ

り作成し、会派が消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提

出しなければならない。 

 

 

３ 議員又はその相続人は、任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又

は議会の解散により議員の職を失った場合には、第１項の規定にかかわ

らず、その職を失った日の属する月までの収支報告書を様式第２号によ

り作成し、その日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなけれ

ばならない。 

 

 

４ 〔略〕 

 

 



 

 

附 則 

 この条例は、令和８年３月 31日から施行する。 

 

（提案理由） 

政務活動費に係る収支報告書の提出期限の変更等に伴い、所要の改正をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 


